
 

報告第 ９ 号 

 

平成２５年度、平成２６年度及び平成２７年度池田町健全化判断比率の修正に

ついて 

 

 池田町は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）

第３条第１項の規定により、平成２５年度、平成２６年度及び平成２７年度池田町健

全化判断比率の修正について、監査委員の意見を付けて次のとおり報告する。 

 

 

１ 池田町健全化判断比率                    （単位 ％） 

決算年度 

将来負担比率 

修正後 修正前 

平成２５年度 １０２．６ １１４．９ 

平成２６年度 ９８．６ １０９．９ 

平成２７年度 １０３．５ １１３．５ 

 

２ 監査委員の意見書   別 冊 


